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問…問い合わせ先
…申し込み先
※費用の記載がない
　ものは無料です。

市
議
会
・
市
民
と
の
意
見
交
換
会
を
開
催

　

よ
り
多
く
の
皆
さ
ま
に
議
会
活
動
を
お

知
ら
せ
す
る
た
め
、
昨
年
に
引
き
続
き
議

員
と
市
民
と
の
意
見
交
換
会
を
開
催
し
ま

す
。
お
近
く
の
会
場
へ
お
気
軽
に
お
い
で

く
だ
さ
い
。事
前
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。

と
き　

５
月
22
日
㈭　

午
後
７
時
〜

と
こ
ろ　

▼
保
健
セ
ン
タ
ー
▼
南
公
民
館

　

▼
東
公
民
館
▼
十
和
田
湖
公
民
館

内
容　

議
案
審
議
の
経
過
と
結
果
な
ど

※
４
カ
所
で
の
一
斉
開
催
と
な
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
議
会
事
務
局
☎
51
６
７
８
１

収
納
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

■
軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請
の
受
け
付
け

　

次
の
要
件
に
該
当
す
る
か
た
は
、
障
害

の
程
度
な
ど
に
よ
り
、
減
免
が
受
け
ら
れ

ま
す
。
期
間
内
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

要
件　

①
身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者

　

手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
か
た
が
車

　

を
運
転
す
る
場
合

②
右
記
の
手
帳
、
療
育
（
愛
護
）
手
帳
、

　

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を

　

受
け
て
い
る
か
た
の
た
め
に
、
生
計
を

　

共
に
す
る
か
た
や
常
時
介
護
者
が
車
を

　

運
転
す
る
場
合

申
請
期
間　

５
月
７
日
㈬
〜
26
日
㈪

持
参
す
る
物　

▼
車
検
証
▼
身
体
障
害
者

　

手
帳
な
ど
の
各
手
帳
▼
運
転
す
る
か
た

　

の
免
許
証
▼
申
請
者
の
印
鑑
▼
納
税
通

　

知
書

※
②
の
場
合
は
、
こ
の
他
に
生
計
同
一
証

　

明
書
か
常
時
介
護
証
明
書
（
福
祉
課
で

　

交
付
）

※
普
通
自
動
車
と
重
複
し
て
減
免
申
請
は

　

で
き
ま
せ
ん
。

問
収
納
課
☎
51
６
７
６
０

■
市
税
な
ど
の
口
座
振
替
の
ご
案
内

　

市
内
金
融
機
関
の
口
座
か
ら
自
動
的
に

市
税
な
ど
の
振
り
替
え
納
付
が
で
き
ま
す
。

※
年
金
天
引
き
分
の
市
県
民
税
は
除
く
。

手
続
き
場
所　

収
納
課
、
十
和
田
湖
支

　

所
、
市
内
金
融
機
関

持
ち
物　

納
税
通
知
書
、
通
帳
、
届
け
出

　

印
問
収
納
課
☎
51
６
７
６
２

土・日曜日および祝日は閉庁

５
月
12
日
は
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日

　
「
広
げ
よ
う　

地
域
に
根
ざ
し
た　

思

い
や
り
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
５
月
12
日

㈪
か
ら
18
日
㈰
ま
で
を
活
動
強
化
週
間
と

し
て
、
地
域
住
民
や
関
係
機
関
、
団
体
な

ど
に
委
員
の
存
在
や
活
動
を
知
っ
て
も
ら

う
た
め
の
Ｐ
Ｒ
活
動
（
Ｐ
Ｒ
カ
ー
ド
の
頒

布
な
ど
）
を
行
い
ま
す
。

問
福
祉
課
☎
51
６
７
１
８

浄
化
槽
整
備
事
業
を
実
施
し
ま
す

　

市
町
村
設
置
型
浄
化
槽
事
業
で
新
設
す

る
小
型
浄
化
槽
（
市
で
設
置
し
、
維
持
管

理
す
る
合
併
浄
化
槽
）
の
個
人
負
担
の

軽
減
を
図
る
た
め
「
普
及
促
進
補
助
金
」

に
よ
る
支
援
を
行
い
ま
す
。

　

単
独
浄
化
槽
や
く
み
取
り
ト
イ
レ
の
か

た
は
、
一
日
も
早
く
合
併
浄
化
槽
に
切
り

替
え
ま
し
ょ
う
。

対
象　

浄
化
槽
設
置
区
域
内
で
、
市
町
村

　

設
置
型
浄
化
槽
事
業
で
新
設
し
、
平
成

　

27
年
２
月
28
日
ま
で
に
供
用
開
始
す
る

　

小
型
浄
化
槽

交
付
金
額　

小
型
浄
化
槽
１
基
に
対
し
、

　

一
律
11
万
円
を
交
付

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま

　

す
。

問
管
理
課
☎
㉕
４
５
１
５

市
税
な
ど
の
口
座
振
替
納
付
済
通
知
書
廃

止
の
お
知
ら
せ

　

市
で
は
、
一
部
市
税
な
ど
を
除
き
納
付

済
通
知
書
を
廃
止
し
ま
す
。
振
り
替
え
結

果
に
つ
い
て
は
、
通
帳
の
記
帳
に
よ
り
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

送
付
を
廃
止
す
る
市
税
な
ど　

①
市
・
県

　

民
税
②
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
③

　

軽
自
動
車
税
④
入
湯
税
⑤
市
営
住
宅
家

　

賃
⑥
保
育
料
⑦
奨
学
資
金
返
還
金
⑧
温

　

泉
使
用
料
⑨
霊
園
管
理
手
数
料

廃
止
時
期　

４
月
振
り
替
え
分
以
降

※
記
帳
繰
り
越
し
済
み
の
通
帳
は
大
切
に

　

保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

問
①
②
③
④
収
納
課
☎
51
６
７
７
２

　

⑤
都
市
整
備
建
築
課
☎
51
６
７
３
８

　

⑥
福
祉
課
☎
51
６
７
１
７

　

⑦
教
育
総
務
課
☎
72
２
３
０
５

　

⑧
観
光
推
進
課
☎
51
６
７
７
１

　

⑨
ま
ち
づ
く
り
支
援
課
☎
51
６
７
２
６

人
権
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
の
い
じ
め
や
体

罰
、
家
庭
内
暴
力
、
近
所
と
の
も
め
ご
と

な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。
相
談
内
容
の

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
４
月
１
日
付
け
で
、
繁は

ん
ざ
い
け

在
家
啓

子
さ
ん
が
人
権
擁
護
委
員
を
退
任
し
、
新

た
に
森
勝ま
さ
る

さ
ん
が
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

問
ま
ち
づ
く
り
支
援
課
☎
51
６
７
７
７

　総務省と経済産業省は、７月１日に、平成
26 年経済センサス－基礎調査と平成 26 年商
業統計調査を一体的に実施します。全国全て
の事業所および企業が対象になります。
　調査へのご理解・ご回答をよろしくお願
いします。 問政策財政課☎51 6711
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